
 

 

 

議案第５８号               【街づくり支援部土木管理課】 

 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、三光坂下公衆便所を廃止するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  三光坂下公衆便所は、都道３０５号線道路上に設置されており、歩行者の通行の妨げと

なっています。また、利用者数も少ないことから、歩行者の安全な通行を確保するため、

三光坂下公衆便所を廃止します。 

 

 【条例改正の内容】 

  三光坂下公衆便所（港区白金四丁目３番７号先）を削除します。 

 

 【施行期日】 

  令和７年１０月１日（令和７年９月３０日をもって廃止） 

 

 【現況写真】              【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三光坂下公衆便所 

● 

 

港区立御田小学校（仮校舎） 

国土地理院の電子地形図（タイル）を加工して掲載 

さんこうざかした 

● 

港区立四の橋通児童遊園 


